
同居・入籍済みの場合　⇒　①収入を確認する書類　を添付

その他の場合　⇒　①収入を確認する書類　・　②同別居に応じて必要な書類　を添付

状況

・雇用保険受給資格者証第1面・第3面【写】

※第3面には必ず「支給終了」の印字がされているのをご確認ください。

・給与収入　⇒　直近３ヶ月分の給与明細書【写】 または 給与見込み証明書【原本】

・年金収入　⇒　年金振込通知書【写】 または 年金額改定通知書【写】（最新のもの）

・自営業収入　⇒　確定申告第１表・第２表【写】 及び 収支内訳書【写】

・その他の収入　⇒　その収入の分かる書類

※複数の収入がある場合には全ての書類を提出してください。

※被扶養者として加入していた場合は不要

・課税（非課税）証明書（市区町村発行）　または 所得証明書（市区町村発行）

※前年度に収入のあった方は、退職日のわかるものをご提出いただく場合があります。

・自営業を営んでいた方　⇒ 廃業証明書【原本】

・無職無収入の理由が病気による方　⇒ 診断書【写】も一緒に添付

状況

○同居が確認できるもの（内縁の妻または夫の場合のみ必須）

・住民票【原本】　（世帯全員が載っていて、続柄等の省略事項のないもの）

○定期的な送金が確認できるもの(振込人に被保険者、受取人のご家族の名前があるもの)

・ATMの利用明細書（直近３ヵ月）、ネットバンキングの振込画面の印刷（直近３ヵ月） 等

○対象者の居住地、同居人等が確認できるもの

※入籍済みの場合も、状況に応じて同居が確認できるものの提出を求める場合があります。

書類

※当健康保険組合の適用事業所を退職した方は提出不要

○失業保険受給終了日を確認できるもの

※パート収入等、収入が下がったことによる扶養申請の場合は、収入が下がったときから

   ３ヶ月分の給与明細書【写】が必要となります。

   ただし、契約変更等で、収入が下がる日付が明確な場合は、雇用契約書【写】や

　 給与見込み証明【原本】にて確認し、認定可能な場合があります。

同居

別居

○退職日を確認できるもの（以下のいずれか1点）

・退職証明書【原本】（発行日が退職日以降のもの）

・健康保険資格喪失証明書【原本】（発行日が退職日以降のもの）

・源泉徴収票【写】　

・雇用保険離職票１・２【写】　

退職

失業保険受給終了

申請時現在も
継続して収入がある

その他無収入

任意継続被保険者
（本人）である人

○収入額が確認できるもの（以下該当するものは全て）

・任意継続被保険者資格喪失証明書【原本】

○無職又は収入のないことが確認できる書類

・住民票【原本】（対象者の属する世帯全員が載っていて、続柄等の省略事項のないもの）

※2　健康保険の手続きとは別に国民年金第３号の手続きが必要となります。詳細は各事業所の事務担当窓口まで

　　　お問い合わせください。

添付書類【配偶者】

②同別居に応じて必要な書類

書類

①収入を確認する書類

※1　扶養にしたい方の状況によって、別途追加書類が必要になる場合があります。


